
平成 21年 度夏期一時金内訳

○夏期手当:2。 15月 +5, 000円

社員区分 基礎部分 加算措置

推

(基本給の月額十扶養手当の月額キ調整手当の月額十職務段階別

等加算〕X基 準日以前6か月の在職期間に応じ次に定める月数

・在職期間6か 月              2.15月

・在職闘問3か 月以上6か月未満     1.29月

中在職期間3か月未満        0.645月

夏期手当における在職期間に応じ次に定める額を加算

・櫛 鋼朝問6か月          5, 000円

。在職期間3か月以上6か月未満  3, 000円

・イ節儀期間3か月未満        1, 500円

高齢再雇用社員

(基本給の月額十調整手当の月額十職務段階別等加算)X基 準日

以前6か月の在職期間に応じ次に定める月数

・在職鮒問6か月               1.1月

B在職期間3か月以上6か月未満      0.66月

・在職鮒問3か月未満           0.33月

夏期手当における在職期間に応じ次に定める額を加算

・翻 閥6か 月           5, 000円

・在職期間3か 月以上 6か 月未満  3, 000円

・軸 間3か 月未満        1, 500円

メ(雛 膚捜材鋼ま2分の 1憾

短時間社員

(基本給の月額十調整手当の月額じX基 準日以前6か 月の在職期

間に応じ定める月数

コ祖機期間力S6か月             1,29月

口在職期間が3か月以上6か月未満    0.774月

・在職期間が3か月未満          0.387月

夏期手当における在職期間に応じ次に定める額を加算

・鋼 問6か月           2, 500円

白翻 胡報聞3か月以上 6か月未満  1, 500日

・帥 間3か月沫掠;           750円

期

間

雇

用

社

員

エキスパー

ト緩

(月給制・時

翻 )

基本賃金額X基 準日以前6か月の在職期間に応じ定める月数

。在職期間6か月              2,15月

・在職期間3か月以上6か月未満     1.29月

・在職期間3か月未満         0.645月

夏期手当における在職期間に応じ次に定める額を加算
・翻 間6か月           5, 000円

・在職期間3か月以上6か月未満  3‐ , 000用

・在職期間3か月未満       1, 500円

月翻

難
基本賃金額XO.3Xl,8 3 , 0 0 0関

脚

雑

パート

タイマー

基本賃金の合計額■6XO,3X基 準日前6か 月の実際動務日数

に応じ定める割合

・剰陳勤務日鋤 f120日 以上     1.3(※ )

・ヨ報調勝 日数が 100日 以上     1.2

・豪韓選競携日墾鞍ド80日 うu二        14 1

・期 日数が8 0 日未満   1    1 . 0

※1日の正規の勤務時間数が8時間である者は1.8

夏期手当における基準日前6か月間における正規の動

務時間数の総数を6で除した時間数に応じ次に定める

額を加算

・Aラ ンク、84時 間超      2, 000円

・Aラ ンク、 84時 間以内     1, 000円

BBラ ンク、84時 間超      1, 000円

・Bラ ンク、84時 間以内       500円


